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第１章 計画策定の趣旨               

                                 

１ 第３期計画策定の背景  

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、

世界有数の長寿国となり、また高い保健医療水準を達成してきました。 

しかしながら、急速な少子高齢化、経済の状況、国民生活や意識の変化等医療を取り巻く様々

な環境が変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、県民の生活の質の維持

及び向上を確保しつつ、今後医療に要する費用（以下「医療費」という）が過度に増大しない

ようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることが必

要です。 

このための仕組みとして、平成１８年の医療制度改革において、生活習慣病予防、医療提供

体制、医療保険制度に関する改革を総合的かつ一体的に行う医療構造改革関連法が成立し、都

道府県は、医療費適正化計画を策定することとされました。 

この医療費適正化計画においては、県民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進

に関する目標を定めることとされており、本県では、平成２０年３月に、平成２０年度から平

成２４年度までを第１期計画期間とする「愛媛県医療費適正化計画」を策定し、続く平成２５

年度からは、第１期計画の実績の評価を踏まえて「第２期愛媛県医療費適正化計画」を策定し、

目標の達成を目指して取組を進めてきました。 

  一方で、医療費の伸びは経済の伸び以上に増加し、さらに、医療費適正化計画に関する制度

が創設された平成１８年度以降も、我が国は他国に類を見ないスピードで少子高齢化が進んで

おり、２０２５年は、いわゆる「団塊の世代」が全て７５歳以上となる超高齢社会を迎えよう

としています。 

このような中で、県民一人ひとりが、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み

慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、質の高い効率的な医療提供体制や地域包括ケア

システムの構築を通じ、地域における医療・介護の総合的な確保を推進することや都道府県や

保険者がそれぞれの立場から医療費適正化の取組を推進する体制の強化が図られてきたとこ

ろでありますが、今後は、平成３０年度からの国民健康保険の都道府県による財政運営開始を

契機として、都道府県が地域の予防・健康・医療・介護におけるガバナンスを発揮し、中心的

な役割を担うことが期待されています。 

 

２ 計画の位置付け  

この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第９条に基づく医療費適正化計画です。 

また、「愛媛県地域保健医療計画」、「愛媛県健康増進計画」、「愛媛県高齢者保健福祉計画及び

介護保険事業支援計画」、「愛媛県国民健康保険運営方針」と整合性を図り、これらの計画等と

ともに、医療制度改革を総合的に推進するものです。 
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３ 計画期間  

計画期間は、平成３０年度（2018年度）から２０２３年度までの６年間とします。 

 

４ 計画の達成状況の評価及び公表  

  目標を達成するために、毎年度（初年度と最終年度を除く）の進捗状況を把握、公表し、実

績医療費の推移も参考としながら取り組みを進めていくという進捗管理（ＰDＣＡ）を行って

いきます。 

また、計画の最終年度には、進捗状況の調査及び分析を行い、結果の公表に努めます。また、

必要に応じ対策を講ずるように努め、次期計画に適切にその結果を反映させるとともに、最終

年度の翌年度に計画の実績に関する評価を行います。 


